
（施設基準による掲示義務） 

 

 

 

当院は「かかりつけ医」として次のような 

取り組みを行っています 

 

 

 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関

するご相談に応じます。必要に応じ、専門の医

師・医療機関をご紹介します。 

 介護保険・保険・福祉サービスの利用に関する

ご相談に応じます。 

 夜間・休日の問合せへの対応を行っています。 

 

 

 
 

 

２０２６年１月１日      

竜王ペイン（痛み）クリニック 


